
■ 直接実施

□ 業務委託又は指定管理

□

□

①　目的
（何のため
に）

②　対象
（誰・何を対
象に）

③　事業内
容
（手段・手法
など）

④事業の必要性

８

事
業
概
要

概算人件費

（ □義務づけ　 □ その他）

４　事業責任者

２　事業開始年度 昭和５２年度

4,269

年度

H20年度（決算)

健康福祉体制の充実

財源内訳(千円）

寒川町高齢者等はり・きゅう・マッサージ等受療券交付要綱

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

補助金（補助先：　　　　　　　　　　　　　　）

10

人
件
費

職員構成

はり・灸・マッサージ治療扶助　　300万円
助成額　1枚あたり　2,500円　（600人、1,200枚分）

事業費計
(千円）

5,035

4,923

2,075

3,000

766

3,000

国・県支出金

1,639

事業番号　１－９

平成23年度

一般財源その他

11　事業費
     （財源内訳）

千円3,000

508 千円

3,508 千円

９

コ
ス
ト

１　事業名

３　担当部・課・担当名

事業シート（事業概要書）

3,284

高橋　郁夫

５　根拠法令等

健康福祉部　高齢介護課　高齢福祉担当

はり・灸・マッサージ治療扶助事業

６
　
総
合
計
画

７
　
実
施
方
法

高齢福祉の充実

高齢者対策の充実

章

（委託先：町内登録施術機関　14カ所）

細項目

小項目

項

節

安心して生きがいのあるまちづくり

心のかよいあう福祉を充実します

投入人員

12　平成23年度
　　　事業費内訳

H23年度（予算)

1,345 730

町債

臨時職員等 0 千円 0

H22年度（決算見込み)

H21年度（決算)

人

人0.08千円508
担当課職員
（再任用職員

含む）

③　総額

②　人件費

①　事業費

一人あたり年間2枚(平成21年度までは一人あたり年間4枚）のはり・きゅう・マッサージ券を交付
し、券1枚の利用につき町が2,500円（自己負担500円）を助成する。
●施術を受けられる機関　町内14カ所（平成23年度）
　　施術機関は、事前に町への登録が必要
　　登録要件は、保健所の許可を受け、町内で開業していること。
●事業実施までの流れ

毎年4月1日現在で、町内に1年以上在住 しする、次のいずれかの人
　・70歳以上の高齢者（平成22年4月1日現在5,860人）
　・要介護度４又は５と認定された方を在宅で主に介護している方

高齢者の健康維持・増進を図ることにより介護予防に繋げるため、はり・灸・マッサージ施術費の
一部を補助し、経済的負担を軽減する。また、介護者に対しては身体的苦労の軽減を図る。

医療機関を受診するまでには至らない軽度の症状の段階で、はり・灸 等・マッサージの施術を受
けることにより、健康維持・増進や病気・介護予防に繋げる。また、経済的負担の軽減により、施
術を受けやすくすることは必要と考える。

町民

（１）高齢介護課窓口で申請

（２）はり・灸・マッサージ助成券の交付

を受ける。

（３）助成券を使用して、登録施術機関

で施術を受ける。

（４）助成券を施術機関に提出し、自己負

担分の500円を支払う。

施術機関

（１）町（高齢介護課）に施術者登録の申

請・登録をする。

（２）町民に対して施術を行う。

（３）4半期毎に助成券をとりまとめ、1枚あ

たり2,500円の給付金を町に請求する。

（４）町は、請求毎に給付金を施術機関に

支払う。



単位

人
(枚）

枚

枚

円

単位

％

％

近隣市町の実施状況

②　今後の
方向性

①　課題等
17

事
業
の
自
己
評
価

平成２１年度までは年間一人４枚交付していたが、緊急財政対策により平成２２年度からは年間
一人２枚に削減したことにより、対象者が申請を控える傾向となったため、今年度の申請が減少し
たと考えられる。

高齢者の健康維持・増進のための介護予防事業として、高齢者が健康で快適な在宅生活を送れ
るよう、ＰＲの工夫に努めながら事業を進めていく。
また、今後高齢化が進むことにより、申請者数の増加が見込まれる。利用状況を加味しながら、
事業内容（1人あたりの交付枚数や、対象者）等を精査し、事業を進めていく。

13　事業実績

14　単位当りコスト

申請者一人当たりの平均
使用枚数

2.7 1.3

交付枚数に対する使用枚
数の割合

68.1 67.0

3,250

830
(69.2)

事業の推移
・昭和52年4月  助成開始。町内在住1年以上の70歳以上の方を対象に年間3枚交付。
　　　　　　　　　　全額町負担（1枚につき3,000円）。
・平成12年4月　交付枚数を3枚から4枚に、町負担額１枚3,000円から2,500円に、個人負担を500
円に見直す。
・平成13年4月　 要介護度4・5の高齢者を在宅で介護する世帯員に交付。
・平成22年4月　緊急財政対策により交付枚数を年間４枚から２枚に減。

H22年度（見込み）H21年度活動指標名

交付(申請）人数
(交付枚数）

723
(2,892)

620
(1,2４0)

申請者一人当たりにかか
る事業費

6,750

10.613.0

1,969
(164.1)

使用枚数
（１月当たり平均使用数）

事業番号　１－９

事業シート（事業概要書）

19　特記事項
　　（事業の沿革等）

15　成果目標
（現状の成果及び今
後どのようにしたい
か、定量的な評価で

示す）

成果指標名 H21年度 H22年度（見込み）

16　成果実績

対象者数が５～６％で増加していく中、申請者数が減少している。
交付枚数を減らしたことが申請者が減った要因と考えられるが、高齢者が健康で在宅生活を送る
ためにも、申請者の拡大を図り、今後も施術に対する負担軽減を受けられるよう、交付事業を実
施する。

H20年度

13.9

69.4

H20年度

2,014
(167.8)

2.8

725
(2.900)

7,000

70歳以上の方の申請者
率（申請者数／対象者数）

70歳以上または
介護度4･5の方の同居介護
75歳以上

71歳以上

73歳以上

74歳以上

75歳以上

75歳以上

18　比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

寒川町

藤沢市

綾瀬市

平塚市

茅ヶ崎市

厚木市

大磯町
要介護度4・5の方の介護者

対象者

海老名市

年間12枚 1枚につき施術料のうち3,000円公費負担
差額を自己負担

交付枚数

年間2枚

年間12枚

年間6枚

負担割合

１枚につき2,500円公費負担
自己負担１枚につき500円
1枚につき2,100円公費負担
自己負担１枚につき500円
1枚につき施術料のうち2,000円公費負担
差額を自己負担

年間6枚 1枚につき施術料のうち1,500円公費負担
差額を自己負担

年間10枚 1枚につき2,000円公費負担
自己負担１枚につき600円

年間6枚 1枚につき施術料のうち1,000円公費負担
差額を自己負担

年間7枚 1枚につき施術料のうち1,800円公費負担
(寝たきりの方)1枚につき施術料のうち


